
　１　事業の概要

２　債務負担行為設定理由

　事業概要等

　　旧システムは、稼働後14年が経過し業務ニーズや環境の変化への対応が困難となっており、また平成28年度には対応す
  るＯＳ(Windows7)を搭載したパソコンが調達できなく、その後システム利用ができなくなることから、平成28年から各業
  務システムをＷＥＢシステム化し、利用者の認証機能の提供をディレクトリサービスで行うシステムを導入した。
　　なお、全庁システムへ機能提供するため、職員等認証基盤と機能統合を行った上で、利用者の認証・認可情報機能とシ
  ングルサインオン機能を全庁のシステムに向けて機能提供し、利用者の認証と認可を一括して引き受け、組織情報等の共
  通情報をデータベース化して共有することにより、個別開発費の削減等効果の拡大を図っている。

　　消費税率の引上げに伴う増額分について、新たに設定する必要が生じたため。

【調整の内容】
　 要求どおり計上。
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